
 

１．件 名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（２４１））」 

２．日 時：平成２９年７月２８日 １０時００分～１７時３０分 

３．場 所：原子力規制庁 １８階共用会議室 

４．出席者 

  原子力規制庁： 

  （新基準適合性審査チーム） 

義崎管理官補佐、伊藤安全審査官、角谷安全審査官、近田安全審査官、髙嶋原

子力規制専門員 

 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：発電管理室 プラント管理グループマネージャー 

（他１０名） 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電株式会社から、『東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発

電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について』のうち「1 . 0 

重大事故等対策における共通事項」について、提出資料を用いて説明があっ

た。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。 

 

○ 緊急時対策所及び中央制御室に配備する資機材については、重大事故等の状況

を踏まえ、数量の妥当性を整理して提示すること。 

○ 必要な予備品については、保管場所における管理方法及び交換対象となる機器

の設置場所を整理して提示すること。 

○ 前兆事象を把握して事前に対応する自然災害に台風、大雨等が考慮されてい

ることを整理して提示すること。 

○ 重大事故等対策に関する訓練は、「技術的能力審査基準への適合性で用いてい

る手順（自主設備含む）」に対して抜けなく網羅的であることを示すととも

に、訓練項目に対する訓練対象者を整理して提示すること。 

 

（２）日本原子力発電株式会社から、本日の指摘等について了解した旨の回答があっ

た。 

 

６．その他 

提出資料： 

・東海第二発電所 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発



生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準」への適合状況について 

 


